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はじめに 

 わが国は、１９６０年代から８０年代の高度経済成長期に、急速な経済発展を遂げる中、

国民の福祉の増進を目的として、多くの公共施設が短期間に、集中的に整備をされてきま  

した。特に、第２次ベビーブーム世代の増加に併せ、１９７０年代を中心に日本全国で多

くの小・中学校を中心とした学校施設が建設され、今まさに、これらの学校施設が、他の

公共施設と歩調を合わせて老朽化し、更新時期を迎えつつあります。  

 習志野市においても、平成２０年度に作成した公共施設マネジメント白書の分析などか

ら、公共施設の老朽化対策、更新問題が、将来のまちづくりにとって財政的にも、政策的

にも、大きな影響を及ぼすことが想定されており、その対策として公共施設再生計画の策

定作業が進行しているところです。 

 その取り組みの中でも、公共施設全体の中で、床面積や更新事業費が全体の５０％程度

を占める学校施設を、時代の要請に応じ、どのように改修、建替え、長寿命化などの対策

を行うかが、これからの習志野市のまちづくりにとって大きな課題となっています。  

この問題は、国全体でも、大きな課題として顕在化しつつあります。  

特に公共施設の中で、その床面積が大きな割合を占める学校施設について、今後の対策

が課題となり、国（文部科学省）においても、耐震化の次の問題として、老朽化対策にお

ける課題解決に向けた取り組みが始まっているところです。  

習志野市では、このような国の動向を踏まえながら、小・中学校を含む公共施設全体が、

全国平均に比べて老朽化が進んでいる現状から、その約５０％を占める小・中学校を中心

とする学校教育施設について、児童・生徒の安全確保、教育環境の充実といった観点を含

め、早期の対策策定と計画的事業執行が重要であると考えています。  

そこで、学校施設再生計画検討専門委員会では、この問題に対する対策について、習志

野市が前向きに検討を進め、全国に先駆けた実効性のある対策を打ち出すことができるよ

うに、学校施設再生の取り組みに対する考え方や方策について、以下の四点を基本的な観

点として提言を取りまとめました。 

四つの基本的な観点 

１． 計画策定にあたっては、文教住宅都市憲章の基づく、習志野市の教育の歴史と教育

ビジョンのもとで、教育環境の質的向上、安全・安心の確保という視点が重要であ

る。 

２． これまで学校施設が整備されてきた経過から、この問題の解決にあたっては、短期

的な対応だけでなく、中長期的な視点が重要である。  

３． 習志野市全体の財政状況、人口推計などの社会環境の変化を踏まえた中で、持続可

能な社会の構築をめざした公共施設再生のための計画策定が必要であり、学校施設

といえども聖域とすることはできない。 

４． 学校施設再生の取り組みは、習志野市の財政状況、行政サービスの在り方、将来の

まちづくりなど、習志野市のまちづくり全体を見据える中で最適な方針と計画を考

えていかなくてはならない課題であり、公共施設再生計画との連携が不可欠である。 
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習志野市は、これまで、まちづくりの理念として「文教住宅都市憲章」を掲げ、全国で

も有数の高い教育水準を保ちつつ、習志野の教育を進めてきた歴史があります。  

 今、まさに、新たな時代に向けた習志野の教育を進めていくための教育環境の整備が必

要な時期に至っています。  

しかし、一方では、持続可能なまちづくりを進めていくためには、厳しい財政的な制約

を避けて通れない現実もあります。 

 短い期間、限られた会議の中で取りまとめた、この提言書の内容が、そのまま、課題解

決に向けた最適な処方箋にはならないものとは考えておりますが、各委員が、習志野市の

現状と課題を真剣に受け止め、一つの対策として取りまとめたものであります。  

ぜひとも、将来を担う子どもたちが、習志野に生まれ、習志野で教育を受けたことを誇

りに思えるように、そして、未来を担う子どもたちの教育環境がより良いものとなる教育

環境の再生、整備に向けて真摯に取り組むことを求めたいと思います。  

 

 

 

 

                                                                                          平成 25 年 3 月 日 

                                                                                          習志野市学校施設再生計画検討専門委員会 

                                                                                          委員長 根本 祐二 
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I. 習志野市の公共施設の現状と課題 

 はじめに、学校施設再生に向けた検討に入る前段として、習志野市が抱える公共施設の

老朽化問題について、その概要を確認します。 

 なお、この提言書では、習志野市の公共施設再生計画における公共施設の範囲と歩調を

合わせ、その対象を建物に限定することとします。  

1. 公共施設更新問題とは、どのような問題か？ 

 「公共施設更新問題とは、どのようなことなのでしょうか？」、一言で説明すると、昭和

30（1955）年代から 50（1975）年代にかけての高度経済成長期に、住民福祉の向上を

目指して、短期間に急速に整備を進めてきた、多くの公共施設が、今まさに、次々と建物の

耐用年数、即ち、寿命を迎え、建て替えの時期を迎えているということです。  

 人間と同じように、建物にも寿命があり、その寿命である建物の耐用年数は、一般的には

約 50 年から 60 年と言われています。 

 日本中に力と勇気、そして希望を与えた、東京オリンピックが昭和３９（1964）年に開

催され、その前後から、新幹線や首都高速、その他の公共施設が急速に整備され、近代日本

が発展してきました。 

 このオリンピック開催の年から 50 年目が、平成２６（2014）年です。習志野市だけで

なく、日本中の公共施設が、これから次々に更新時期を迎えることになります。   

 今後、多くの公共施設が老朽化し、耐用年数を迎える中、厳しい財政状況のもとで、公共

投資額が厳しく削減されている中で、どうやって建替えなどの更新、再生を行っていけば良

いのか？ 

 まさに、日本全体、そして習志野市の将来に向けた大変重要で、大きな課題です。  
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2. 習志野市の現状は…… 

 この問題に、全国に先駆けて取り組みを開始した習志野市では、平成 20 年 3 月に、   

老朽化が進む、小・中学校、幼稚園・保育所、公民館、図書館、コミュニティセンターな

どの公共施設の状況についてハード面とソフト面、即ち、建物の老朽化や耐震化の状況、

バリアフリーの対応状況、更には、維持管理のコストや、運営のための人員体制や人件費、

そして、利用状況などについて、多角的にその実態を明らかにした「習志野市公共施設  

マネジメント白書」を作成し公表しました。 

 その当時（平成 20 年度末）の状況でも、建築後 30 年以上を経過する公共施設は、 

延べ床面積の割合で約 60％となっており、全国的にも老朽化が進んでいる実態が明らかに

なりました。 

 この数値は、年々増加し、平成 24 年度末では 70％を超えるまでになっています。 

 一般的に、鉄筋コンクリート造りの建築物の耐用年数は、約 50 年と言われており、築

後 30 年を経過する建物が 70％を超えている現状は、近い将来、多額の建替え費用が発生

することが予想され、早急に対策を考え実行しなくてはならない、大変、厳しい状況に置

かれているものと考えます。 

築年別建物延床面積の内訳（平成 24 年 10 月現在：対象外施設を除く） 
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市庁舎 保育所 幼稚園 こども園 こどもセンター 児童会

小学校 中学校 高等学校 教育施設等 青少年施設 生涯学習施設

公民館 図書館 市民会館 福祉・保健施設 スポーツ施設 勤労会館

消防施設 公園 市営住宅 その他

築29年以下 73,383㎡（23%）

新耐震基準（1982年以降） 81,627㎡（25%）旧耐震基準（1981年以前） 235,025㎡（72%）

築30年～55年 250,989㎡（77%）

新耐震基準（1982年以降） 89,347㎡（28%）
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市庁舎 12,172 

保育所 11,676 

幼稚園 11,664 

こども園 5,059 

こどもセンター 700 児童会 888 

小学校 105,369 

中学校 60,680 高等学校 17,809 

教育施設等 8,737 

青少年施設 2,377 

生涯学習施設 2,854 

公民館 6,916 

図書館 3,788 

市民会館 875 

福祉・保健施設 15,024 

スポーツ施設 13,620 

勤労会館 2,344 

消防施設 8,940 

公園 2,579 
市営住宅

28,733
8.9% 

その他 1,568 

対象外 0 

延床面積

324,372㎡

市庁舎・消防施設 21,112㎡ 6.5%

子育て支援施設 29,987㎡ 9.2%

生涯学習施設 16,810㎡ 5.2%

教育施設 192,595㎡ 59.4%

スポーツ施設 15,964㎡ 4.9%
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3. 公共施設建て替え費用の試算…… 

 習志野市が試算した結果では、今後、25 年間に必要となる公共施設の建替え及び大規模

改修のための事業費は、約 868 億円であり、平均すると毎年、約 34.5 億円の事業費が必

要としています。 

 一方、過去の実績や、今後の習志野市の財政状況を分析すると、公共施設の建替えなど

に充てられる予算は、事業費ベースで約 15 億円となっています。 

 即ち、このままでは、現在保有している公共施設、いわゆる、ハコものと言われる施設

は、約 43％しか建て替えができないというものであり、残る 57％の公共施設は、老朽化

して使えなくなったら、そのままの状況で廃止しなくてはならないという、大変厳しい試

算結果となっています。  

公共施設再生計画対象施設の各年度更新コスト（平成 24 年度時点） 

 

4. 将来のまちづくりに向けた取り組み…… 

 そこで、習志野市では、この厳しい状況をどのようにして乗り越え、市民サービスを維

持していくか、について検討を進めています。  

 平成 23 年 3 月末には、専門家による第三者機関から「公共施設再生計画策定に関する

提言書」を提出していただき、平成 24 年 5 月には、提言書の内容を踏まえた、習志野市

としての公共施設の老朽化対策についての考え方をまとめた「公共施設再生計画基本方針」

を公表しました。その中では、 
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公園 市営住宅 その他 前後期平均 通期平均

（億円）

投資的経費実績平均

（公共施設関連）

15億円

更新必要試算（通期平均）

34.5億円

更新必要試算（第1期平均）
21.7億円

更新必要試算（第2期平均）
30.7億円

更新必要試算（第3期平均）
48.3億円
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(1) 将来の人口推計や市民ニーズの変化、財政状況の予測を踏まえた保有総量の圧縮  

(2) 保有総量を圧縮しても、市民サービスの極端な低下を招かないための考え方として、  

「施設重視から機能優先への転換と施設の多機能化・複合化の推進」  

(3) 総量圧縮に際しての優先順位の決定 

(4) 計画的な維持保全による施設の長寿命化や財源確保等の取り組み 

(5) 公共施設の災害対策機能の強化 

 などの方針を掲げています。 

 そして、いよいよ、個別の公共施設についての建替え時期や統廃合を含めた実施計画を、

「公共施設再生計画」として、平成 24・25 年度の 2 年間で、取りまとめることとしてい

ます。 

 公共施設の老朽化問題は、お金（財源）がない中で、公共施設の老朽化対策を実施する

こととなり、どうしても、その困難性や大変さがクローズアップされてしまいますが、  

習志野市では、この取り組みをプラスに捉え、地域経済の活性化につなげていきたいと  

考えています。 

 私たち、学校施設再生計画検討専門委員会においても、この習志野市の姿勢を踏まえ、

より、前向きな提言を行えるように検討を進めたいと考えています。  

5. 公共施設再生計画の策定について 

習志野市が取り組む、公共施設再生計画は、財政的にも政策・施策の展開においても、

将来のまちづくりに大きな影響を及ぼす内容であることから、現在、市が作業を進めてい

る平成 26 年度から平成 37 年度までを計画期間とする、次期基本構想・基本計画におい

て、大変、重要なプロジェクトとなります。  

従って、次期総合計画との整合を図るため、作成作業に併せて、平成 25 年 9 月を目途

に、公共施設再生計画の作成作業を進めています。  

また、公共施設再生計画は、対象となる小・中学校、幼稚園・保育所、公民館、図書館

など 124 施設について、建替工事や大規模改修工事を実施する時期を計画するものです。 

この公共施設再生計画は、平成 26 年度から平成 50 年度までの 25 年間にわたる長期

の計画となります。 

現在の社会経済状況の変化を考えると、このような長期間にわたる計画をたてることは、

大変困難であると思われます。しかし、公共施設を建替えていくには、多額の経費と長い

時間が必要であり、目先の対応だけでは長期的な判断を誤ることも想定されます。  

従って、長期的な視点のもとで、全体像を把握しながら、財政状況等を勘案しつつ計画

的に実行することが不可欠なことから、習志野市の行財政状況を俯瞰する中で、将来展望

を示す事業計画として、計画を立案することとしています。 
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6. 公共施設再生計画の基本的な考え方 

公共施設再生計画を策定するにあたって、習志野市の公共施設をめぐる現状から、以下

の 3 つの前提条件と７つの基本方針を設定しています。  

公共施設再生への３つの前提 

前提１ 「機能」と「施設（建物）」の分離 

～ 大切なのは「ハコ」よりも、施設が担っている「機能」  ～ 

【基本方針１】 

施設重視から機能優先へ考え方を転換します。重要なのは「施設」ではなく、そこに

ある「機能」です。単一目的での施設整備を止め、多機能化・複合化の推進をします。  

前提２ 保有総量の圧縮 

～ 現在保有する施設は全てを更新することは不可能  ～ 

【基本方針２】 

 更新が可能な量まで、施設の更新事業費を圧縮するために、機能を維持しつつ公共施

設（建物）を減らします。その際、学校施設を地域の拠点施設として、機能の複合化・

多機能化を推進します。 

【基本方針３】 

人口の増減、市民ニーズを勘案して、公共施設更新の優先順位を決定します。「施設（建

物）」に順位を付けるのではなく、「機能」についての順位付けをします。  

【基本方針４】 

未利用地の売却・貸付による有効活用、利用者負担の適正化、基金の創設など、公共

施設再生のための財源確保を図ります。 

前提３ 施設の質的向上 

～ 安全・安心、誰にでも優しい時代の生活様式に合致した施設への転換  ～ 

【基本方針５】 

 計画的な維持保全による、建物の長寿命化を図ります。  

 よいコンディションを保つことは長い目で見ると、結果的に費用の節約に繋がります。 

【基本方針６】 

環境負荷の低減に対応し、効率的な運営に努めます。  

【基本方針７】 

避難所機能を強化します。複合化により多機能化が進むことは、避難者の負担を少な

くする機能を増やすことでもあります。 
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II. 学校施設再生を進めるにあたっての習志野市の教育ビジョン 

 習志野市全体の公共施設再生の取り組みの中での教育施設の位置づけは、床面積の総量

が全体の約５０％を占めることから、計画全体に及ぼす影響は大きいものがあります。  

 一方では、文教住宅都市憲章のもとでの習志野市のまちづくりの中で、教育水準や教育

環境をどのようにしていくのかという点は、まさに、将来のまちづくりの根幹にかかわる

大変重要な課題となってきます。 

 従って、学校施設再生計画を、実効性のある計画とするためには、習志野市の教育ビジ

ョンを踏まえた計画とすることが必要不可欠です。  

そこで、最初に、習志野市のこれからの教育ビジョンについて確認することとします。  

 

1. 習志野市教育ビジョン 

 習志野市における「教育ビジョン」は、次のとおりです。 

基本目標：豊かな人間性と優れた創造性を育む 習志野の人づくり  

 

 具体的な取り組み項目  

◇信頼と情熱あふれる教育 

 保護者・地域、関連諸機関と連携しながら、地域ぐるみで子どもを育てていくための核

となる学校。教員の習志野教育の伝統を継承していく情熱と教師力を高める。  

◇夢のある学び 

 人は学ぶことにより、自立して社会で自己実現を図り、地域や社会の担い手となり、人

とつながる。学びに夢や希望を持つことができれば、学ぶ意欲は高まるものであり、｢わか

る授業｣の展開による学力向上を図り、自発的・継続的に学習する子どもを育てる。  

 

教育は人づくりであり、人づくりは都市 (まち)づくりである。 

自立し継続的に学び、優しさと思いやりをもち、他者との良好な人間関係

を築き、地域や社会との関わりの中で市民及び職業人として自らの責任と役

割を果たすとともに、芸術・文化・スポーツに親しむ中で人生を潤いのある

ものにしていくことのできる「豊かな人間性」に溢れた人づくりを推進する。 

そのために子どもの知・徳・体のバランスのとれた力（生きる力）の育成

に加えて、他者との対話力の向上やＩＣＴを媒介とする対話のほか、読み解

く力、説明力、感情表現力など言語活動の充実に取り組み、協調性・思いや

り・異文化、他者の考えに共感する力をもった人づくりを推進する。  
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◇市民との協働 

 子どもたちの規範意識を確立し、共に生きる力を培い、社会性を向上させるためには多

種多様な地域社会との交流が欠かせない。 

基本的な生活習慣の育成、生活リズムの確立等、子どもの生きる力の基盤を育むため、

家庭・地域の教育力の向上、環境を整える。  

◇安全で安心な質の高い教育の実現 

子どもの安全・安心、児童虐待などの未然防止など地域ぐるみで子どもを守るため教育

を核として地域の活性化を図るとともに、通学路の安全確保や子どもたちの学習環境は常

に良好であることが必要である。 

 

学校教育を推進するための学校施設における視点  

これらの学校教育を推進するため、本市の新しい学校施設づくりは、関係法令及び文部

科学省の小学校施設整備検討指針等を基本とし、長年培われた各校の特色や教育理念・教

育環境に十分に配慮しながら、次に掲げる視点で進めるものとする。  

 

１．柔軟性に富んだ施設 

 多様化する教育や学習内容を確実に支える基盤として、多機能で柔軟性を備えた施設と

し、変化する教育内容や教育方法に弾力的に対応できる構造とする。 

 

２．ゆとりと潤いのある施設 

 児童の学習の場・生活の場として、ゆとりと潤いのある施設とするとともに学習意欲を

高める生活空間、談話スペースなどの空間を形成する。 

 

３．環境に配慮した施設 

 自然エネルギーの有効活用や緑化等を通して、環境への負荷を抑制し、周辺の自然環境

と調和したまちを形成する。 

 

４．安全・安心で質の高い教育環境 

 学校施設は災害時に地域の避難所になることから、地域の人々の生命を守る施設・機能

を備えたものとし再生する。 

 

５．地域との交流・連携施設 

 地域に開かれた学校づくりを推進するため、子どもを含めた地域の人々が交流・連携し

やすい空間を形成する。 
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III.学校施設再生計画の位置付け 

1. 学校施設再生計画の位置付け 

今後、習志野市が策定する学校施設再生計画は、習志野市における教育ビジョンを実現

するための重要な環境、条件である、学校施設の整備方針を定め、その方針のもとで具体

的な整備計画を定めるものとなります。 

このことから、学校施設再生計画については、これまで習志野市が取り組んできた耐震

補強工事や大規模改修工事を中心とする学校施設整備計画を引き継ぐ、次期学校施設整備

計画と位置付けることを提案します。 

学校施設再生計画の検討・立案にあたっては、学校施設が抱える課題の全体像を明らか

にしたうえで、習志野市が置かれた人口動態、財政状況などの社会環境の変化のもとで、

どのような対策、方法によれば、耐震対策、長寿命化、時代の変化に対応した学校施設の

機能水準の維持向上、基本条件の確保などを進めることができるか、中・長期の見通しの

中で検討することを求めます。 

また、習志野市全体の行財政運営における、学校施設の役割を明確化し、中・長期的な

整備計画を示しつつ、平成 26 年度からスタートする次期総合計画及び公共施設再生計画

に位置付け、計画の実現性を担保する必要があると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 学校施設再生計画の必要性 

 学校施設再生計画は、次の 4 つの観点から、早期の計画策定が必要であると考えます。 

 学校施設整備の必要性、教育的な効果等を整備方針、計画という形で「見える化」す

ることは、事業費を確保し整備事業を推進するうえで有効である。  

 児童・生徒数の中長期的な推移を踏まえて施設整備方針及び計画を策定することで、

短期的な視点による短絡的な対応を回避でき、真に必要な対策を、合理的な根拠、理

由に基づいて早期に打ち出すことができ、結果として、限りある財源等を有効活用す

ることが可能となる。 

「学校施設再生計画」（平成 26 年度～平成３７年度） 

※「次期学校施設整備計画」としての位置づけ  

次期基本構想・基本計画 
平成２６年度～平成３７度 

重点プロジェクト 

「公共施設再生計画」（平成 26 年度～平成 50 年度） 

密接な連携 
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 習志野市域全体で、将来の学校施設の役割や教育環境等の変化を見通して学校施設整

備方針を策定し、計画的に事業化を進めることで、将来の教育内容・方法等の見直し、

学習環境の変化に適切に対応することが可能となる。  

 公共施設再生計画において重要事項である、学校施設の老朽化対策の全体像が明らか

になることで、将来の習志野市のまちづくりにとって最重要課題の一つである公共施

設の老朽化対策について、整合性のある計画立案が可能となる。  

3. 公共施設再生計画との連携 

 習志野市の公共施設の現状と課題における分析結果及び、将来の習志野市の財政状況や

人口動態等の環境変化を踏まえたうえで、老朽化が進む公共施設の再生を図っていくため

の計画、即ち、公共施設再生計画の策定作業を進めるためには、学校施設の果たす役割は、

大変重要であると考えます。 

 本委員会としても、小・中学校を中心とする学校施設再生の取り組みを、教育委員会の

内部だけの検討にとどめることなく、習志野市全体のまちづくりの中心的な課題として、

全庁的な課題として取り組むことを提案します。  

そのことが、結果として、習志野市の教育ビジョンを実現するための学校施設再生への

近道となるものと考えます。 

 また、習志野市が策定する公共施設再生計画は、全国的に見ても先進的な取り組みであ

り、今後の全国の自治体経営においてもモデルとなる意欲的な取り組みであります。 

 この提言書を踏まえ、今後、習志野市において策定する学校施設再生計画が、公共施設

再生計画基本方針に掲げられた、学校施設を地域の拠点施設と位置付ける方向により策定

されることで、習志野市の将来のまちづくりにとって大きな課題である、持続可能な財政

運営のもとでの公共施設の老朽化対策に資することを期待します。  

 そのためにも、公共施設再生計画との密接な連携を図ることを求めます。 

 

IV. 学校施設の現状と課題 

1. 学校施設の役割 

 学校施設再生計画を策定するにあたって、学校施設の基本的な役割を以下のように捉え

ることとします。 

 学校施設は、児童・生徒にとっての学習・生活の場であり、学校教育活動を行うた

めの基本的な教育環境である。 

 学校施設の整備は、質の高い教育を実施するために重要な事業であり、習志野の教

育を実現するための条件となるものである。 

 学校施設は児童・生徒の教育施設であるとともに、地域住民にとっても身近な公共

施設であり、生涯学習、文化、スポーツ、福祉など、公共的な活動の場としての地

域コミュニティの拠点施設である。 

 学校施設は、災害時などの非常時においては、地域の災害対策の拠点となる施設で

ある。 
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2. 学校施設の現状 

（１） 全国の状況 

 小・中学校の児童生徒数は、戦後、小学校については昭和３３年に約１，３４９万人、  

中学校は昭和３７年に約７３３万人とピークを迎え、その後、第２次ベビーブーム 1 世代 

が在籍した昭和５０～６０年代頃を境に減少してきました。 

平成２３年には、小学校は約６８９万人、中学校は３５７万人とピーク時の約半分に  

なっており、今後さらに減少すると見られています。 

                       小中学校数・児童生徒数の推移 

 

また、学校数については、昭和３０年頃には小・中学校あわせて約４万１千校あり、    

昭和４０年代から平成初め頃にかけて、約３万６千校と横ばい傾向でしたが、その後廃校

となる学校も増加し、この２０年間では、３６，０３０校（平成４年）から３２，１５９

校（平成２４年）となっており、学校数が約１割減少しています。 

一方、学校施設の面積は、戦後、児童生徒の増加や、学校施設の高機能化・多機能化  

に伴い増加してきましたが、近年は横ばいからやや減少傾向の状況にあります。 

耐震化の進捗状況では、公立小中学校の耐震化率は、平成２４年４月現在で  

８４．８％となっており、平成２４年度予算により、約９０ .３％まで進捗する見込みです。 

その他の課題への対応として、東日本大震災においては、多くの学校施設で天井材、照

明器具及び外装材の落下など非構造部材の被害が発生したことから、非構造部材の耐震化

の重要性が再認識されています。さらに、地球温暖化等の環境問題に対応するため、環境

を考慮した学校施設であるエコスクール化を推進することや、教育内容・方法等の変化、

教育の情報化、バリアフリー化等の様々な社会的要請を踏まえ、これに適切に対応するた

めに教育環境の質的な向上を図ること、さらには、児童生徒の学校教育活動の充実や、地
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域と学校の連携の強化に資するよう、公民館等の他の社会教育施設や福祉施設との複合化

による整備を推進することも重要な課題となっています。 

公立小中学校施設は、昭和４０年代後半から５０年代にかけての児童生徒急増期に一斉

に整備されているものが多く、非木造施設約１億５千万㎡のうち、建築後２５年以上の建

物は１億１千万㎡となっており、全体の約７割を占めています。このうち、改修が必要な

老朽施設は、約１億㎡となっており、築２５年以上の施設の約９割を占め、改修済の施設

は約１千万㎡に留まっています。 

このように、学校施設の耐震化が進んできた中で、老朽化対策が十分には進んでおらず、

今後、改築・改修の需要が高まることが想定されます。実際に、これまでの老朽施設数の

推移を見ても、老朽化が深刻な建築後３０年以上の公立小中学校施設は年々増加してきて

おり、平成１２年度には、全体のうち約１９．８％であったのに対し、平成２２年度には、

約５３．５％となっており、これらの施設は今後さらに増加する見込みであり、平成２７

年度には約６６．５％になることが推計されています。 

≪学校施設老朽化対策ビジョン（仮称）から抜粋≫ 

（２） 習志野市の現状 

①  児童生徒数及び学級の推移  

習志野市の児童数は、昭和５８年度の１４，３４１人をピークに減少を続け、平成

１３年度に、約４４%減少の８，０５４人となり、その後は微増となっており、平成１

８年度以降は、９千人台で推移しています。学級数も、同じく昭和 58 年度に 380 学

級となり、その後は減少を続け、平成 12 年度に、120 学級、32％減の 260 学級ま

で減少し、その後は、微増となり、現在は 320 学級程度を維持しています。 
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生徒数は、昭和６１年度の７，２２１人をピークに減少を続け、平成１６年度に、

約５０%減少の３，５７８人となり、その後は微増となっており、平成２３年度に、再

び 4 千人を超えてきました。学級数も、同じく昭和６１年度に１７２学級となり、そ

の後は減少を続け、平成１６年度に、６９学級、４０％減の１０３学級まで減少し、

その後は、微増となり、現在は１３０学級程度を維持しています。 

 

 

 

②  学校施設の整備状況 
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児童会 小学校 中学校 高等学校 教育施設等

築29年以下 25,649㎡（13%）

新耐震基準（1982年以降） 81,627㎡（25%）旧耐震基準（1981年以前） 162,066㎡（84%）

築30年～55年 166,946㎡（87%）

新耐震基準（1982年以降） 30,529㎡（16%）
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③  今後の更新費用の推計 

 

 
 

④  耐震化の状況 

 

 

 

⑤  維持・保全の現状 

 

 

 

⑥  津田沼小学校の建替え 
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3. 学校施設をめぐる課題 

（１） 耐震安全性の確保 

 

 

（２） 施設の老朽化と機能の低下（安全・安心の確保） 

 

 

（３） 少子化にともなう余裕教室の発生と地域開発に伴う教室数の不足への対応 

 

 

（４） 社会環境の変化に伴う児童・生徒数の偏在への対応 

 

 

※ ③、④は学校の適正規模化の検討 

（５） 地域コミュニティの拠点施設、災害対策拠点施設としての重要性の増大  

 

 

 

（６） 維持・保全、改築等の財源確保とコスト削減策の検討  

 

 

など 
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V. 学校施設再生計画のあり方 

1. 教育ビジョンの具体化の取り組み 

 これまで、習志野市では、学校施設の老朽化及び耐震性能の確保のために、学校施設整

備計画に基づき、内部・外部大規模改修工事及び耐震補強工事に取り組んできました。そ

の過程の中で、津田沼小学校の耐力度診断の結果から、津田沼小学校の建て替えに取り組

み、平成２４年１２月に新校舎が完成したところです。  

 しかし、現状の学校施設整備計画では、平成２６年度末までに、耐震化率を１００％に

するという目標が掲げられているものの、その後の改築、長寿命化を含む老朽化対策につ

いては、計画がないことがわかりました。 

 本委員会では、このような習志野市教育委員会の現状を踏まえ、習志野市の教育ビジョ

ンを具体化するために、新たな学校施設整備計画を「学校施設再生計画」として、策定す

ることを提案します。 

 

2. 計画期間 

学校施設再生計画の計画期間は、次期基本構想・基本計画及び公共施設再生計画との   

整合を図り、以下の通りとすることを提案します。 

第 1 期計画期間 平成 26 年度～平成 31 年度 ← 次期基本構想・前期基本計画期間 

第 2 期計画期間 平成 32 年度～平成 37 年度 ← 次期基本構想・後期基本計画期間 

 

3. 学校施設再生の基本的な考え方 

 公共施設再生計画との密接な連携のもとで、学校施設再生計画を策定し、学校施設の老

朽化対策を推進していくためには、老朽化した施設を建設当時の状態に戻すだけでなく、

時代の変化に対応した教育水準などを満たした施設へと転換していく必要があります。  

 その取り組みにおいては、安全・安心で質の高い教育環境の確保、公共施設再生計画と

の連携のもとでの適正規模・配置を踏まえた質と量の検討、計画的な学校施設再生の推進、

地域の拠点施設としての役割の発揮などを目指す中で、学校施設の再生に取り組むことが

重要であると考えます。  

（１） 安全・安心で質の高い教育環境をめざした学校づくり 

学校施設は子どもたちの学習・生活の場であるとともに、地域コミュニティの中心で

あり、防災拠点の役割も果たす施設であることから、安全かつ安心な施設環境を確保す

ることが必要です。 

 さらに、近年の教育内容・方法の変化に伴い、時代に即した機能的な施設環境を確保

することが必要になっています。このことから、多様な学習内容、学習形態や様々な教

育機器の導入などを可能とする学習環境を確保するとともに、今後の学校教育の進展に

も長期にわたり対応することができるような柔軟な計画とすることが重要と考えます。  
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（２） 老朽化対策としての計画的な学校改築の推進 

 学校改築のスケジュール 

 長寿命化を見据えた計画的な維持保全（ＦＭの導入）  

 改築校選定の考え方と順位づけ 

 コスト削減及び改築の手順  

 

（３） 地域とともに歩む、交流と連携を進める学校づくり  

 地域拠点施設としての役割と複合化の推進 

 まちづくりと連携した施設整備 

 

（４） 特色ある教育に対応した学校づくり 

 

 

（５） 公共施設再生計画を踏まえた質と量の検討 

 

 

（６） 環境に配慮した学校づくり 
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4. 学校の適正規模及び適正配置の推進 

 学校施設再生計画の策定にあたっては、学校の適正規模及び適正配置の視点が重要

であると考えます。 

 学校の教育環境は様々な条件により総合的に整えられるものであり、学校の規模及

び配置の適正化を進めることは、教育環境の整備に欠かすことのできない取り組み

であると考えます。 

 その際、公共施設再生計画に基づき、学校施設を地域の拠点施設として位置づけ、

地域の実情等を踏まえたうえで、多機能化・複合化を進めることを踏まえたうえで、

学校施設の規模、配置についての検討を行うことを求めます。  

①  学校の適正規模 

 学校の規模は、児童・生徒にとって学習面、生活面だけでなく心理面においても大き

な影響を及ぼす教育環境です。 

 望ましい規模の学校では、教職員の配置やクラス替え等による多くの教職員や児童・

生徒間の触れ合いを通して学習活動が展開されるなどの利点があります。 

 本委員会としては、学校規模を一律に決定するのではなく、各学校がこれまで培って

きた伝統と特色を踏まえ、個別に設定することを提案します。  

 そのうえで、学校教育法施行規則第 41 条の「小学校の学級数は、12 学級以上 18

学級以下を標準とする。」という規定、あるいは、現状の学級数を考慮し、一定の目

安として、小・中学校の学級数については、次の学級数を基本とすることを提案しま

す。 

 また、長期間にわたり、この標準とする学級数を上回る、あるいは、下回ることが想

定される場合には、適宜、規模の適正化に向けた取り組みを進めることを求めます。 

【小学校】 

 教育上望ましい規模は、普通学級数が１２学級から２４学級とすることを提案します。 

【中学校】 

 教育上望ましい規模は、普通学級数が１８学級から２４学級とすることを提案します。 

 

②  学校の適正配置 

 学校の適正配置は、学校や地域が抱える固有の事情や課題に留意しつつ、以下の項目

に配慮しながら検討を進めることが重要であると考えます。 

A) 地域と学校の連携 

 適正配置を検討するうえでは、地域と学校の連携が進むような視点が重要である。 

B) 地域ごとの開発動向や人口構成の変化 

 通学区域内における開発動向や、それに伴う人口推計や経年変化にともなう児童・

生徒数の将来推計が重要である。 
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C) 通学区域 

 通学区域が形成されてきた経緯を考慮しつつ、適正配置の観点からの変更を検討す

ることが重要である。 

 通学距離、安全性、学校規模などを考慮し、地域の教育力を生かす観点も重要であ

る。 

ｄ）学校規模の小規模化及び大規模化の動向（望ましい学級数からの乖離） 

 学校が近接していることや、通学区域の人口が少なく、固定化されていることなど

から小規模化が進んでいる学校や、大規模集合住宅の影響や地域の開発にともなう

人口増加などにより大規模化が進む学校については、望ましい学校規模の観点から

の適正配置の検討が必要である。 

 

③  適正規模からの乖離が進んだ場合の対応策 

 本市の小・中学校の現状として、前述の適正規模から乖離している学校が存在してお

り、一定の前提条件のもとでの試算においても、今後も長期にわたり適正規模となる

ことが見込めない小・中学校が存在しています。 

 この現状が、直ちに、教育環境の悪化といえる状況ではありませんが、将来の適正化

を目指して、保護者や地域住民との情報提供や広報活動を行うことで、より良好な教

育環境を目指す取り組みが前進するような対応を求めます。  

 そのうえで、学校施設再生計画の検討にあっては、老朽化の現状に加えて、適正規模

についての検討を行うことを求めます。 

A) 適正規模を下回っている場合 

 適正な学校規模を大きく下回る場合、かつ、将来の増加が見込まれない場合には、

教育委員会、学校、保護者、地域住民が、情報を共有化し、良好な教育環境の実現

に向けて、協議を行う場を設けることが重要である。  

 そのうえで、長期にわたり、適正規模を下回ることが確実な場合については、隣接

学校の規模等の動向を踏まえたうえで、保護者、住民等への情報公開、説明を行う

とともに、適切な移行期間を設けたうえで、原則として統廃合を検討するものとす

る。 

 特別支援学級が設置されている場合には、普通学級の人数が減少する一方で、特別

支援学級の人数が増加しているケースもあることから、特別支援学級への拝領も必

要である。 

 

B) 適正規模を上回っている場合 

 大規模校では、学校行事や部活動などの教育活動が活発になる反面、学校運営や普

通教室、特別教室数の不足など、施設面での課題が多くなることが想定される。大
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規模校の対策を考える上では、児童・生徒数の的確な予測と学校施設の状況把握が

必要である。 

 そのうえで、通学区域の変更や、現状施設のやり繰りでの対応を検討するとともに、

一時的な増加の場合には、簡易な施設による増築等の対策を実施する。  

 具体的な方策としては、以下の進め方が考えられる。  

 隣接校との通学区域の調整により、学校規模の適正化を図る。  

 この取り組みでも適正化が困難な場合、あるいは、通学区域の調整が困難な場

合には、仮設校舎の設置や校舎改修による対応を検討する。  

 一定程度、長期にわたる大規模化が想定される場合には、将来の転用を勘案し

た中で、スケルトン・インフィルなどの手法を導入したうえで増築を検討する。 

 

5. 学校施設整備水準 

 習志野市が目指す教育を実現するとともに、学校施設としての基本的な条件につい

て、今後作成する学校施設再生計画の中で、学校施設整備水準として示していくこ

とを提案します。 

 その際、学校施設は、児童・生徒の学習・生活の場であり、学校教育活動を行うた

めの基本的な教育条件であることから、充実した教育活動を展開できる機能的な施

設環境と快適で十分な安全性、防災性、防犯性や衛生的な環境を備えた整備水準を

示していくことを求めます。 

 安全・安心な施設環境の確保 

 教育育環境の質的向上 

 地域コミュニティの拠点 

 環境、バリアフリーへの配慮  など 
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VI. 学校施設再生整備の具体的な進め方 

 学校施設再生整備を具体的に実施していく際には、以下の項目について留意することが

必要であると考えます。  

（１） 標準設計指針・標準仕様の作成 

現時点では、津田沼小学校の建替えが完了していますが、残る小学校 15 校、中学校 7

校の中で、一番新しい学校である谷津南小学校も、すでに建築後 26 年を経過しています。 

このような現状の中で、学校施設の建替えを推進していくためには、スピーディかつ効

率的な事業実施が求められます。また、各学校の特徴を活かした形での学校施設再生を実

施する場合においても、限りある財源の範囲内での再生事業を実施しなくてはなりません。  

そのため、一定程度の標準的な設計指針、標準仕様を定めることを提案します。  

具体的な標準設計指針・標準仕様については、以下の項目を基準として、平成 25 年度

に市が策定を計画しているファシリティ・マネジメント指針や学校施設再生計画の策定作

業において検討することを求めます。 

① 多目的・多機能な利用が可能な施設 

② 安全性や環境に配慮した施設 

③ ライフサイクルの低減に資する施設 

④ 複合化を推進する施設 

（２） 計画的な維持保全 

 今後の学校施設再生を計画的に推進していく際には、財政負担を平準化しつつ、かつ、

既存施設についても長期にわたり有効活用していくことが必要です。そのためには、「壊れ

てから直す」という事後保全から、計画的な予防保全に転換することを求めます。  

 また、既存施設についての建替えも長期にわたる計画となることから、喫緊の課題であ

るトイレ改修など、早期対応が必要な改修については、学校施設の建替え時期との調整を

行う中で、計画的な対応を検討することを求めます。  

（３） 複合化・多機能化への対応  

 公共施設再生計画では、地域の拠点施設として、学校施設を位置付け、限られた財源の

範囲内で、できる限り機能を維持することを計画しています。本委員会も、この考え方に

ついては重要な取り組みであると考えています。  

 そのために、学校施設再生計画の策定にあたっては、公共施設再生計画の前提条件でも

ある学校施設の多機能化・複合化を実現することを求めます。 

その際は、各学校や地域の実情に応じて、個別に対応 

するとともに、施設管理方法や利用者動線のあり方など、必要な対策を十分に検討し、

実施することを求めます。  

 

（４） 学校適正規模・配置の実現 
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（５） 保有総量の圧縮 

 

（６） 財源確保策の検討 

 

（７） 業務実施体制の充実 

 学校施設再生計画を策定し、具体的な事業を実施していくためには、教育委員会内部だ

けでは対応が困難です。市全体での執行体制の強化・充実及び専門的な知識・経験を有す

る人材の育成と確保が必要と考えます。 

 特に、習志野市においては、PRE／FM を実施するための組織として、資産管理室が設

置されていることから、資産管理室との連携を強化し、より良い学校施設再生の実現に向

けて取り組みを進めることを求めます。 

 

（８） 事業実施手法の確立 

 

VII.その他 

1. 学校施設再生計画の検討体制について 

 今後、学校施設再生計画の検討を進めるにあたっては、教育委員会の内部での十分な検

討と学校教育関係者との密接な意見交換、調整などが必要と考えるが、一方では、習志野

市の公共施設全体の老朽化対策としての公共施設再生計画との整合性を図っていくことが、

結果として、学校施設再生を実現するための最善の対応となることが想定できることから、

資産管理室や、複合化の対象施設を所管する各課との協調を図りつつ。学校施設再生計画

の検討を進めることを提案します。 

  

2. 学校施設再生計画の公表について 

 

 

3. 学校施設再生計画の推進体制と進行管理について 

 

 

4. 幼保小関連、小中一貫校、中高一貫校など、多様な教育環境の可能性について 
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おわりに 

 習志野市が、今まさに取り組もうとしている公共施設再生及び学校施設再生の取り組み

は、全国の自治体において、今後、次々に顕在化してくる小・中学校を中心とする公共施

設老朽化への対策の一つのモデルケースとなる取り組みであります。  

 全国における先見性を持ち、先進的な取り組みを進め始めている自治体においても、総

論賛成、各論反対の壁に直面しつつあり、特に、学校施設の老朽化対策、具体的には統廃

合と多機能化・複合化の実現に向けては、越えなくてはならない高い壁が立ちはだかって

います。 

 習志野市におかれましては、この提言書の内容を踏まえ、全国の自治体が直面する、こ

の大きな課題への解決に向けた一つの処方箋となる、未来志向の「学校施設再生計画」を

策定することを期待しています。 

 最後に、現在、国（文部科学省）において検討を進めている「学校施設老朽化対策ビジ

ョン（仮称）」からの抜粋を掲載して、本委員会からの提言書の結びといたします。  

 

【学校施設老朽化対策ビジョン（仮称）より抜粋】 

 今、我々は新たな危機に瀕しようとしている。学校施設の老朽化という大きな波がやっ

てくるという危機に。 

 （中略） 

 そして、その対象となるのは、未来を担う子どもたちが日々学び生活をする学校である。 

 この老朽化という課題を放置したままで、いつか立ち行かなくなる日を迎えることは決

してあってはならない。 

老朽化は次から次へと大きな波がとめどなくやってくるものであり、決して、その場し

のぎでは対応できるものではない。 

国と地方の借金が大きく膨らむ中、老朽化施設の将来の世代へのつけ回しは許されない。 

まさに今、我々の世代で解決する姿勢が求められる。そのためには、これまでの発想を

大きく転換することも求められている。 

国・地方公共団体はもちろん、保護者や地域住民、さらには学校施設に関わる設計者や

施工者も含めて、そのマインドを変えていかなければならない。 

 

 

 

 

 


